
 第４類 人事 （名寄地区衛生施設事務組合職員の福利厚生事業に関する規則） 

                                               

○名寄地区衛生施設事務組合職員の福利厚生事業に関する規則 

 

平成19年５月14日  

規 則 第 ６ 号  

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、名寄地区衛生施設事務組合職員（以下「職員」という。）の相互扶助及び福利厚

生の増進を目的として実施される事業等に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （福利厚生事業の委任） 

第２条 管理者は、地方公務員法（昭和25年法律 261号）第42条に規定する組合の行う福利厚生事業の

一部を、名寄地区衛生施設事務組合職員福利厚生会（以下「福利厚生会」という。）に委任すること

ができる。 

 （福利厚生事業の共同実施） 

第３条 管理者は、福利厚生事業の一部を福利厚生会と共同で行うことができる。 

 （交付金） 

第４条 管理者は、福利厚生会に対し、前２条の事業に要する費用を毎年度予算の範囲内において交付

することができる。 

 （交付金の申請） 

第５条 前条の規定により、福利厚生会が交付金を受けようとするときは、事業計画書、予算書等、必

要と認められる書類を添付して申請するものとする。 

 （職員の従事） 

第６条 管理者は、職員を福利厚生会の事業に従事させることができる。 

 （財産の利用） 

第７条 管理者は、組合が管理する財産の一部を福利厚生会の利用に供することができる。 

 （報告） 

第８条 福利厚生会は、規約の制定及び改廃並びに前年度の事業報告書及び収支決算書その他管理者が

必要と認める事項について、速やかに管理者に報告しなければならない。 

   附 則 （平成19年５月14日 規則第６号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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第４類 人事 （名寄地区衛生施設事務組合臨時職員に関する規則） 
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